
上記の事項につきましては、法令及び当社定款第14条第２項の規定に基づ
き、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載してお
りません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主
の皆様に電子提供措置事項から上記の事項を除いたものを記載した書面を一
律でお送りいたします。

株式会社かわでん

株　主　各　位

第105回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項

１. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての
決議の内容の概要

２. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
３. 株主資本等変動計算書
４. 重要な会計方針及びその他の注記



業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
・業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
内部統制システムの基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める業務の適正を確保するための体制の整備について、

次のとおり決議いたしました。

(1) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 役職員の職務の執行が法令・定款に適合し、かつ社会的責任を果すため企業倫理憲章を定
め、全役職員に周知徹底させる。
② 代表取締役は繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動
の前提とすることを徹底する。

(2) 取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制
文書管理規定に従い、取締役職務執行に係る情報を記録し保存する。取締役及び監査役は、文

書管理規定により常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
① コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティにかかるリスクに関して組織横断
的なリスク状況の監視ならびに全社的対応方針の決定については、代表取締役が委員長を務め
るリスク管理委員会が行うものとし、危機の未然防止・迅速な対応・再発防止に取り組む。
② 各部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行う。各部門長は定期的にリスク管理の
状況をリスク管理委員会に報告する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 全社経営計画及び部門別業務計画を達成するための効率的な資源配分（資金、要員等）を行
う。

② 取締役の職務分担及び担当部門の職務分掌、職務権限を適切に配分する。
③ 合理的な意思決定の過程を経るために常勤取締役・役付執行役員を構成員とする経営会議を
設置する。

④ 取締役会において、年度計画や当該年度計画に基づく事業部門ごとの業績目標と予算を設定
する。
⑤ 経営会議及び取締役会において、業務計画の進捗状況を報告する。
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(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社には親会社及び子会社の何れも存しないため、定めない。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における(監査役を補助すべき)
使用人に関する体制
監査役を補助すべき使用人として、必要に応じて人員を配置する。

(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
必要に応じて監査役付使用人を設置する場合、当該使用人は、業務執行上の指揮命令系統に属

さず監査役の指示命令に従うものとする。また当該使用人の異動、人事考課等に関しては監査役
会の事前の同意を得るものとする。

(8) 取締役・使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生、または発生する恐れがあると
き、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきものと定
めた事項が生じたときは、監査役会に報告する。
② 内部監査室長は内部監査の結果を監査役会に報告するものとする。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は必要に応じて顧問弁護士等の意見を求め、会計監査人、代表取締役と定期的な意見交

換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な業務監査の遂行を図る。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における運用状況は次のとおりであります。

・取締役会を14回開催し、経営方針の策定等、経営に関する重要事項を決定し、月次の経営業績
を検討するとともに、法令・定款等への適合性及び業務の適正を確保する観点から審議いたしま
した。また、取締役会議事録や稟議書等の取締役職務執行に関する情報は規程に基づき、記録保
存し常時閲覧出来るようにしております。

・監査役会を13回開催し、社外監査役を含む監査役は、監査に係る方針、計画等を協議決定し、
重要社内会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等の
遵守について監査を行いました。

・内部監査室は内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、改善すべき
事項はないか等を独立した立場から検証すべく、各部門に対して定期的に業務監査を実施いたし
ました。監査を通して顕在化した問題点は、被監査部門に対してその場で改善勧告を行うほか、
社長、監査役会及び取締役会に報告され、適時の改善がなされております。

・内部通報制度を整備するとともに、法令違反について早期発見と是正を行う体制を整備し、運用
を行っております。

・コンプライアンス推進部を中心にコンプライアンスに対する意識の向上に努めました。コンプラ
イアンス教育の一環としまして、従業員の各職位に応じた各種研修を実施しております。また、
リスク管理委員会コンプライアンス分科会を設置し、法令及び規程の遵守状況について確認・評
価を定期的に実施しております。
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(自　2025年４月 1 日
至　2026年３月31日 )

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資本準備金 その他資本

剰 余 金
資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

2025年４月１日 残高 2,124,550 531,587 945,230 1,476,817 15,645,637 15,645,637 △1,862,478 17,384,525

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △944,920 △944,920 △944,920

当 期 純 利 益 2,932,363 2,932,363 2,932,363

自 己 株 式 の 取 得 △117 △117

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － － 1,987,443 1,987,443 △117 1,987,325

2026年３月31日 残高 2,124,550 531,587 945,230 1,476,817 17,633,080 17,633,080 △1,862,596 19,371,851

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2025年４月１日 残高 359,775 359,775 17,744,301

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △944,920

当 期 純 利 益 2,932,363

自 己 株 式 の 取 得 △117

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

587,244 587,244 587,244

事業年度中の変動額合計 587,244 587,244 2,574,570

2026年３月31日 残高 947,020 947,020 20,318,871

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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重要な会計方針及びその他の注記
１. 重要な会計方針
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
１）有価証券の評価及び評価方法

①その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定しております。）
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・製品及び仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）
・原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）
(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
建物（建物附属設備を含む）、構築物並びに機械及び装置は定額法、それ以外は定率法
であります。
ただし、2016年３月31日以前に取得した製造部門以外の建物附属設備及び構築物につ
いては定率法であります。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物　　２～50年
機械及び装置　　　２～ 7 年
工具器具及び備品　２～20年

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
を採用しております。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
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②賞与引当金
従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき計上しております。
・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、期間定額基準によっております。

・数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（５年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（10年）による定額により按分した額を、それぞれ発生の翌
事業年度から費用処理しております。

④役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給規定に基づく当事業年度末
要支給額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準
製品の販売に係る収益は、主に配電制御設備製造等による販売であり、顧客との販売契
約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、顧客の検収
が完了した一時点において、顧客が製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、
顧客の検収時点で収益を認識しております。当社の取引に関する支払条件は、通常、短
期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 8,626,728千円

建物 308,070千円
土地 364,327千円

計 672,397千円

長期借入金 99,998千円
1年内返済予定長期借入金 116,670千円
短期借入金 283,332千円

計 500,000千円

2. 会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産　　　　285,097千円

(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識に際しては、将来の収益力に基づく課税所得の見積りにより判断しています。
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、事業計画を基礎としており、事業計画には市場動向に基づ

く製品の販売数量に係る仮定が含まれています。
これらの仮定は、国内の民間非住宅建築投資の動向による影響を強く受ける事業特性から、国内企業の

収益が悪化した場合には仮定に変更が生じ、繰延税金資産の計上額に重要な影響を与える可能性がありま
す。

3. 貸借対照表に関する注記

(2) 担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産

② 担保に係る債務
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当事業年度期首
株式数(株)

当事業年度増加
株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 4,192,000 16,768,000 － 20,960,000

合計 4,192,000 16,768,000 － 20,960,000

自己株式

普通株式 988,866 3,955,604 － 4,944,470

合計 988,866 3,955,604 － 4,944,470

決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額
（千円）

１株当たり配当額
(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年 6 月26日
定時株主総会 普通株式 480,470 150 2025年

３月31日
2025年

６月27日

2025年11月10日
取締役会 普通株式 464,450 145 2025年

９月30日
2025年

12月１日

① 配当金の総額 576,559千円
② １株当たり配当額 36円
③ 基準日 2026年３月31日
④ 効力発生日 2026年６月29日

４. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．当社は、2026年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。
２．普通株式の発行済株式総数の増加16,768,000株は株式分割によるものであります。
３．普通株式の自己株式数の増加3,955,604株は、株式分割による増加3,955,464株、単元未満株式の買取に

よる増加140株であります。

(2) 配当に関する事項
配当金支払額

（注）2026年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。「１株当たり
配当額」につきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。

基準日が当事業年度に属する配当のうち､配当の効力発生日が翌事業年度となるものについては、本総会の議案
として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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（注）2026年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。「１株当たり配当
額」につきましては、当該株式分割後の金額を記載しております。

－ 9 －



貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額

① 投資有価証券 1,556,908 1,556,908 －
② 長期借入金
（1年内返済予定の長期借入金を含む） (371,300) (369,246) 2,053

５. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
　当社は、資金運用については主に流動性の高い金融資産で運用し、銀行等金融機関からの借入により資金を
調達しております。
　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図っております。ま
た、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
　借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。
(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（貸借対照表計上額1,485千円）は、「投資有価証券」
には含めておりません。
　また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、未収入金、買掛金、短期借入
金、未払金並びに未払法人税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記
載を省略しております。

（単位：千円）

(＊)負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル1の時価に分類しております。

② 長期借入金
　長期借入金の時価については、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利
率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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繰延税金資産
退職給付引当金 288,075
賞与引当金 253,977
減損損失 43,548
未払事業税 50,168
投資有価証券評価損 15,439
役員退職慰労引当金 32,529
未払社会保険料 40,840
製品評価損 3,069
その他 86,558

繰延税金資産小計 814,233
評価性引当額 △104,633

繰延税金資産合計 709,600
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △412,600
その他 △11,902

繰延税金負債合計 △424,502
繰延税金資産の純額 285,097

配電制御設備
製造事業

新規案件事業
リニューアル事業

19,205,772
7,285,317

顧客との契約から生じる収益 26,491,090

その他の収益 －

外部顧客への売上高 26,491,090

６. 税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）

７. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社は、配電制御設備製造事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解し
た情報は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
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当事業年度

契約負債 40,999

当事業年度
１年以内 5,049,199
１年超２年以内 2,633,488
２年超３年以内 163,863

合計 7,846,551

１株当たり純資産額 1,268円70銭
１株当たり当期純利益 183円10銭

(2) 収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、個別注記表「１.重要な会計方針(4)収益及び費用の計上基
準」に記載のとおりであります。

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約負債の残高等

　契約負債は、主に製品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、貸借対照表において流動負債の前受
金に含まれております。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。なお、当事業年度の期首の契約
負債残高は、概ね当該の事業年度の収益として認識しており、翌事業年度以降に繰り越される金額に重要
性はありません。
　顧客との契約から生じた契約負債は以下のとおりであります。

（単位：千円）

②残高履行義務に配分した取引価格
　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりでありま
す。なお、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される
契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含まれておりません。

（単位：千円）

８. １株当たり情報に関する注記

当社は、2026年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。
当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利
益」を算定しております。

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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